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予算特別委員会会議録

令和４年 ３月１４日（１日目）午前１０時００分開会

１．議案審査（補足説明・大綱質疑）

議案第１４号 令和３年度潟上市一般会計補正予算（第１４号）（案）について

議案第１５号 令和３年度潟上市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

（案）について

議案第１６号 令和３年度潟上市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

（案）について

議案第１７号 令和３年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）（案）

について

議案第１８号 令和３年度潟上市豊川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）に

ついて

議案第１９号 令和３年度潟上市下虻川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）

について

議案第２０号 令和３年度潟上市和田妹川財産区特別会計補正予算（第１号）

（案）について

議案第２１号 令和３年度潟上市飯塚財産区特別会計補正予算（第１号）（案）に

ついて

議案第２２号 令和３年度潟上市下水道事業会計補正予算（第３号）（案）につい

て

議案第２３号 令和４年度潟上市一般会計予算（案）について

議案第２４号 令和４年度潟上市国民健康保険事業特別会計予算（案）について

議案第２５号 令和４年度潟上市後期高齢者医療特別会計予算（案）について

議案第２６号 令和４年度潟上市介護保険事業特別会計予算（案）について

議案第２７号 令和４年度潟上市豊川財産区特別会計予算（案）について

議案第２８号 令和４年度潟上市下虻川財産区特別会計予算（案）について

議案第２９号 令和４年度潟上市和田妹川財産区特別会計予算（案）について

議案第３０号 令和４年度潟上市飯塚財産区特別会計予算（案）について

議案第３１号 令和４年度潟上市水道事業会計予算（案）について
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議案第３２号 令和４年度潟上市下水道事業会計予算（案）について

２.散会
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午前１０時００分 開会

○委員長（西村 武） おはようございます。

ただいまの出席委員は18名であります。

定足数に達しておりますので、これより予算特別委員会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

議案審査を行います。

質疑については、議会運営基準により、分科会審査の範疇の質問は行わないことと

なっておりますので、宜しくお願いいたします。

また、自身が所属する分科会の所管事項については、質疑はできません。

委員の質疑時間は、１人15分以内で３回までといたします。

【議案第１４号 令和３年度潟上市一般会計補正予算（第１４号）（案）について】

○委員長（西村 武） はじめに、議案第14号、令和３年度潟上市一般会計補正予算（第

14号）（案）についてを議題とします。

議案第14号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。９番中川委員。

○９番（中川光博） 今、議案第14号ということですが、前回説明いただいたこの当初予

算の概要について、資料について質問したいと思ってるんですが、どこで質問したらよ

ろしいでしょうか。

○委員長（西村 武） 中川委員に申し上げますけれども、今回は議案第14号の予算の審

議についてですので、その14号について質疑をしてください。

○９番（中川光博） 追加で質問ですが、私がこの予算について、当初予算概要で説明い

ただいた内容についても一部質問したいと思ってるんですけれども、そういう質問はど

の時点で質問したら、先日の予算の説明会のときに、当局の方から予算概要とか事業編

とかいろいろ資料もらった中で、一番最初の当初予算概要というふうな資料、この資料

の中で説明していただいた内容について質問したいと思ってるんですが、どの時点で質

問したらよろしいですか。

○委員長（西村 武） お答えいたします。

それは、市政協議会。今回は、あくまでも提案された予算についてなので、あるいは

一般質問、あるいは担当課の方にお尋ねするとか、議員それぞれが判断してひとつ対応

してください、ということを申し上げます。
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○９番（中川光博） はい、ありがとうございます。

○委員長（西村 武） それでは、また議案第14号についてこれから質疑を行いますけれ

ども、質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、それぞれ所管の分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第１５号 令和３年度潟上市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）（案）

について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第15号、令和３年度潟上市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）（案）についてを議題といたします。

議案第15号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第１６号 令和３年度潟上市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）（案）に

ついて】

○委員長（西村 武） 次に、議案第16号、令和３年度潟上市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号）（案）についてを議題とします。

議題第16号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第１７号 令和３年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）（案）につ

いて】

○委員長（西村 武） 次に、議案第17号、令和３年度潟上市介護保険事業特別会計補正

予算（第４号）（案）についてを議題といたします。

議案第17号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いいたします。
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【議案第１８号 令和３年度潟上市豊川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）につい

て】

○委員長（西村 武） 次に、議案第18号、令和３年度潟上市豊川財産区特別会計補正予

算（第１号）（案）についてを議題といたします。

議案第18号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査を行いますので宜しくお願いいたします。

【議案第１９号 令和３年度潟上市下虻川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）につ

いて】

○委員長（西村 武） 次に、議案第19号、令和３年度潟上市下虻川財産区特別会計補正

予算（第１号）（案）についてを議題といたします。

議案第19号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２０号 令和３年度潟上市和田妹川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）に

ついて】

○委員長（西村 武） 次に、議案第20号、令和３年度潟上市和田妹川財産区特別会計補

正予算（第１号）（案）についてを議題といたします。

議案第20号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２１号 令和３年度潟上市飯塚財産区特別会計補正予算（第１号）（案）につい

て】

○委員長（西村 武） 次に、議案第21号、令和３年度潟上市飯塚財産区特別会計補正予

算（第１号）（案）についてを議題といたします。

議案第21号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）
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○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２２号 令和３年度潟上市下水道事業会計補正予算（第３号）（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第22号、令和３年度潟上市下水道事業会計補正予算

（第３号）（案）についてを議題といたします。

議案第22号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２３号 令和４年度潟上市一般会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第23号、令和４年度潟上市一般会計予算（案）につい

てを議題といたします。

議案第23号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。９番中川光博委

員。

○９番（中川光博） ひとつお尋ねしたいのが、最終処分場の延命化等についてお尋ねし

たいと思うんですけれども、さきの説明ありましたときに、最終処分場の延命化を５年

から３年にしますということで説明いただいたんですが、今まで最終処分場延命化しま

しょうということでいろいろお話いただいたんですが、今回、その計画を中止するとい

うふうなことのようですけれども、その決定のプロセスとどういう背景の中でそういう

ことが進められようとしてるのかというのを、概要説明いただきたいと思うのと同時に、

あともう一つ、最終処分場ですので、当然最終処分場とその焼却炉本体と、あと建屋、

いつ頃までもつかということあるんですけれども、その最終処分場の計画を５年から３

年にしたということですので、その全体の何というか、オペレーションというか、その

あたり今後どういうふうにこう位置づけられていくのかというあたりのお話を聞きたい

と思うんですけれども、いかがですか。

○委員長（西村 武） 中川委員、せっかくの質問なんですけれども、その中川委員の今

質問は、一般会計の予算案にない質問だと思いますので、その辺、なければ答えること

はできませんよ。

暫時休憩します。

午前１０時１１分 休憩
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…………………………………………………………………………………………………………

午前１０時１２分 再開

○委員長（西村 武） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。

じゃあ、今そういう質問なので、去年の予算よりも今年は低いのはどういう内容なの

か。これ答えることできるね。伊藤市民生活部長。

○市民生活部長（伊藤国栄） ただいまのご質問にお答えいたします。

前年度と比較しまして予算規模が１億6,000万円減額となっております。その原因と

して、まず延命化事業の一旦終了したことによるものです。

令和３年度に県が策定いたしました秋田県ごみ処理広域化・集約化計画を踏まえまし

て、将来にわたり持続可能なごみ処理体制を確保していくためには、広域化に向けた検

討を進める必要があることから、延命化事業は令和３年度をもって一旦終了することと

いたしました。また、クリーンセンターにつきましては、平成25年度に施設の延命化と

地球温暖化対策を目的に大規模改修を行い、令和10年度まで現行の処理体制を維持する

こととしております。令和16年度には建物の耐用年数の50年を迎えます。また、最終処

分場につきましては、令和３年度からの３年間、延命化事業を実施したことにより、令

和12年度まで９年間の延命化が図られております。

クリーンセンターは令和10年度まで、最終処分場は令和12年度まで使用できることな

どから、協議いたしました結果、延命化事業については令和３年度をもって一旦終了い

たしまして、広域化に向けた検討を進めることとしたものであります。

以上です。

○委員長（西村 武） よろしいですか。９番中川光博委員。

○９番（中川光博） ありがとうございます。ほぼ大体の今、これからの事業の概要、説

明していただいたんですが、あともう一つちょっと質問したいんですが、今言った最終

処分場とクリーンセンターの本体と建屋、一番早く寿命が来るのは今の説明だと、Ｒ10

年というふうなお話だったと思うんですが、今年もＲ、令和４年ですので、４、５、６、

７、８、９、10ということで７年後にはまたそういう期限が来るというふうなことだと

思いますけれども、そうすると、この７年間の間に県の指針にある広域化とともにいろ

いろ検討していくというふうな今説明でしたけれども、そのあたり、この７年間の、７

年間というともうあっという間ですので、その７年間をどういうスケジューリングでそ

の広域化に向かって県と協議しながら、実際その潟上市の最終処分場、クリーンセン
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ター、建屋も今、Ｒ16年までというふうなことでしたんですが、そのあたりの全体のオ

ペレーションというか、どういうふうにこう進んでいくのかというあたり、これからの

ことですのでまだまだ見えない部分がたくさんあると思いますけれども、もうこういう

ごみ処理というのは、もうライフラインの一丁目一番地のうちの一つですので、そのあ

たり、この７年間の間に潟上市はどういう全体のオペレーションで進んでいくのかとい

うふうな道筋といいますか、そのあたりどういうふうに我々捉えておいたらいいでしょ

うかお尋ねします。

○委員長（西村 武） 伊藤市民生活部長。

○市民生活部長（伊藤国栄） ただいまのご質問にお答えいたします。

今後７年間でございますが、具体的にはまだ決まっておりませんけれども、一応設計

上の寿命が、建物、施設の寿命が令和10年度、建物が16年度で、最終処分場が12年度

なんですけれども、実際はまずこう修繕を重ねながらまず、さらに何年かはまず引き続

き現状を維持することとしておりますが、その間に広域化に向けた検討を進めるという

ことでご理解いただきたいと思います。

○委員長（西村 武） いいですか。

○９番（中川光博） はい、ありがとうございます。

○委員長（西村 武） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

本案は、それぞれの所管の分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２４号 令和４年度潟上市国民健康保険事業特別会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第24号、令和４年度潟上市国民健康保険事業特別会計

予算（案）についてを議題といたします。

議案第24号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２５号 令和４年度潟上市後期高齢者医療特別会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第25号、令和４年度潟上市後期高齢者医療特別会計予

算（案）についてを議題といたします。
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議案第25号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２６号 令和４年度潟上市介護保険事業特別会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第26号、令和４年度潟上市介護保険事業特別会計予算

（案）についてを議題といたします。

議案第26号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２７号 令和４年度潟上市豊川財産区特別会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第27号、令和４年度潟上市豊川財産区特別会計予算

（案）についてを議題といたします。

議案第27号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２８号 令和４年度潟上市下虻川財産区特別会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第28号、令和４年度潟上市下虻川財産区特別会計予算

（案）についてを議題といたします。

議案第28号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第２９号 令和４年度潟上市和田妹川財産区特別会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第29号、令和４年度潟上市和田妹川財産区特別会計予

算（案）についてを議題といたします。

議案第29号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）
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○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査を行いますので宜しくお願いいたします。

【議案第３０号 令和４年度潟上市飯塚財産区特別会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第30号、令和４年度潟上市飯塚財産区特別会計予算

（案）についてを議題といたします。

議案第30号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いいたします。

【議案第３１号 令和４年度潟上市水道事業会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第31号、令和４年度潟上市水道事業会計予算（案）に

ついてを議題といたします。

議案第31号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。15番菅原龍太郎

委員。

○１５番（菅原龍太郎） では質問させていただきます。

当初予算（案）事業編資料１の２の11ページと、それから当初予算書216ページの継

続費に、新天王浄水場整備事業に今年度５億7,075万6,000円、５年度に８億7,506万2,0

00円の計上がございます。具体的に全体の事業内容と今年度の事業内容についてお知ら

せしてください。

○委員長（西村 武） 渋谷上下水道局長。

○上下水道局長（渋谷一春） ただいまのご質問にお答えいたします。

令和４年度の主な事業費といたしましては、新浄水場の配水池の増築工事なり、機械

設備の設置、あと工事の監理委託が主なものでございます。令和５年度につきましては、

同じく工事の監理委託と、場内の配水管の工事と非常用発電の工事等が予定されてござ

います。

以上です。

○委員長（西村 武） 15番菅原龍太郎委員。

○１５番（菅原龍太郎） ２回目の質問です。

上水道の、この当初予算書を見ますと、職員数は５人から４人となっておるわけです

が、新しく建設部長さんの人件費は、そうすると一般会計の方へ計上されているようで
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ございますが、上下水道事業と建設部長の事業は、仕事内容はかなり上下水道事業もあ

るかと思います。それで、今後、上水道事業とか下水道事業とかにおいて、その新建設

部長の例えば料金、給料の部分について、例えば0.5とかそういうふうにして負担金の

部分については、市長考えておるもんでしょうか、お願いいたします。

○委員長（西村 武） 渋谷上下水道局長。

○上下水道局長（渋谷一春） ただいまのご質問にお答えいたします。

部長職の給料につきましては、一般財源の方で賄うことでございます。

以上です。

○委員長（西村 武） いいですか。もう一回。15番菅原龍太郎委員。

○１５番（菅原龍太郎） ３回目の質問をお願いします。

今説明ありましたように、新建設部長の人件費は全額一般会計でみると、こういう説

明でございました。上水道事業というのは、潟上市民のライフラインでございます。本

管破損とか濁り水の対応、上水道料金の改定とか対応、現場を知らなければ指示命令が

できないかと思われますが、まして、それに加えまして14億4,000万円予算計上されて

おりますけれども、２か年間の継続費で14億4,000万円の新天王浄水場整備事業があり

ますから、まず一般会計から給料もらってるからということではなくて、かなり上下水

道事業の仕事もかなり頭に入れながら仕事していかないと務まらないかと思いますけど

も、そこら辺は非常に大変だと思うわけでございますが、市長はここの点についていか

がお考えでしょうか。

○委員長（西村 武） 鈴木市長。

○市長（鈴木雄大） 菅原委員の質問にお答えいたします。

給与については、ルールどおり一般会計から支払いますけれども、とはいえ、お金が

一般会計から出てるから特別会計の仕事ができないというわけではないと思いますので、

そこは再編された組織の中で、水道事業も所管する部長としてしっかり仕事をしてもら

うことが第一だと思っております。

○１５番（菅原龍太郎） ありがとうございます。

○委員長（西村 武） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いいたします。
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【議案第３２号 令和４年度潟上市下水道事業会計予算（案）について】

○委員長（西村 武） 次に、議案第32号、令和４年度潟上市下水道事業会計予算（案）

についてを議題といたします。

議案第32号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（西村 武） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いいたします。

以上で、本日の日程は全て議了いたしましたので、本日はこれで散会いたします。

この後、各常任委員会及び予算特別委員会分科会を開催するので、宜しくお願いをい

たします。

また、３月25日金曜日午前10時から本特別委員会を再開しますので、ご参集を願いま

す。

なお、25日の本特別委員会には、会派で分科会の審査内容についての情報交換等を行

い、審査内容を十分に把握した上で出席くださるように、これはお願いを申し上げまし

て終わります。

どうもご苦労様でございました。

午前１０時２７分 散会


